
地 震 発 生 

【多摩市立小・中学校における地震発生時の体制】 

地震発生時には以下のとおり対応します。       多摩市教育委員会 
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○ 避難状況を学校ホームページに掲載 

  ⇒ 教育委員会による小・中学校の状況取りまとめ 

    各学校の避難状況を多摩市公式ホームページに掲載 

○ 学校を児童・生徒の安全を確保する場所として活用 

  （震度６以上のときは、避難所として活用） 
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